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デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的及び趣旨 

本業務は、行政と企業双方の業務の効率化に繋がり、かつ、企業が取組みやすい初期

段階のデジタル化に焦点を当て、「市への支払い請求の電子化」、「オンライン会議」

及び「テレワーク」（以下「支払い請求の電子化等」という）の地域実装促進に向けた

拠点整備の一環として、必要な備品の調達を行うものです。 

現在、大企業の多くは、コロナ禍をきっかけに、デジタルを活用し、業務の効率化や

生産性の向上を進めています。一方、中小企業に目を向けると、約７割がＤＸ・デジタ

ル化を実施していない、今後も予定がないといった状況です。 

このような状況から、地元企業が安心して支払い請求の電子化等を実装できるよ

う、企業の個別相談窓口としての機能を有し、かつ実践・体験できる拠点を整備し

ます。 

以上の環境整備に当たっては、拠点の利用促進に向け、利用者にとって居心地の良い

空間設計やデザイン性等の実現が必要であり、専門的知見と豊富な業務実績をもつ事業

者による業務実施が求められるため提案募集することとしました。 

本要項は、その手続き等について、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

   デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入 

 ⑵ 業務内容 

   別紙４「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入

仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照 

 ⑶ 納期 

   令和４年１０月１４日（金） 

 ⑷ 納品場所 

   〒３９０－１２４２ 松本市大字和田４０１０－２７ 情報創造館５階 

 

３ 提案募集の範囲 

本提案募集は、仕様書に示す備品納品に当たって、上記１の目的達成に向けて、利用者

の居心地の良い空間やオフィスデザインを考慮した物品、配置等について広く提案を求め

ものです。 

※より効果を高めるための仕様書記載以上の追加提案についても可能とするが、経費と

しては計上しないものとする。 

 

４ 契約限度額（提案上限額） 

金 ３，１００，０００ 円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもの 

 

５ 参加資格 

提案参加者は、次の全ての要件に該当すること。なお、参加に際して必要な費用は、参

加者の負担とする。 
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 ⑴ 本市の物品の供給等の入札参加資格を有していること。 

⑵ 松本市製造の請負、物件の供給等入札参加資格に係る指名停止要領（平成２９年松本

市訓令甲第１０号）による入札参加停止を受けていないこと。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 国及び他の地方公共団体において指名停止措置を受けていないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は、破産法（平

成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てが行われている者でない

こと。 

⑹ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員又

は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

 

６ 参加の手続き 

⑴ 提案参加表明の提出 

提案参加表明は、以下の手続きに従って提出すること。複数の事業者で共同提案する

場合は、代表する者が行うこと。 

ア 本募集に提案しようとする者は、次の書類を事務局へ持参または郵送（必着）する

こと。 

(ｱ) 様式１「参加表明書」     正本１部 

（ｲ） 様式２「誓約書」       正本１部 

(ｳ) 会社概要（事業概要のわかるパンフレット等）       １部 

※参加者は、候補者決定までの間に上記参加資格の要件を満たさなくなった場合は、

参加資格を失うものとする。 

イ 提出期間：令和４年６月２４日（金）から令和４年７月７日（木） 

ウ 提出方法 

(ｱ) 持参の場合には、受付時間は午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 

(ｲ) 郵送の場合には、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によること。 

エ 参加表明書の提出後、提案参加を辞退する場合は、提案書類提出期間中に様式３

「参加辞退届」を提出すること。 

オ 参加資格確認の通知は、参加表明書を提出した事業者に対して、参加表明書記載の

電子メールアドレス宛に通知する。 

⑵ 提案書の作成 

提案書は以下の要領に従って作成すること。 

ア 提案書には、表紙及び目次を除き、通し番号を付すこと。 

イ 提案書は、Ａ４版でページ数の制限は設けない。また、図等必要に応じて、Ａ３版

を挿入することも可能とするが、書面については折りたたんでＡ４サイズとすること。 

ウ 表記は日本語とすること。 

エ 作成にあたっては、別紙１「提案書記載項目」の記載事項説明について、内容を具

体的に記載すること。 

オ 提案書を補足するために、資料やパンフレット等があれば併せて提出すること。 

⑶ 提案書類の提出 

評価の対象となる提案書類は以下の手続きに従って提出すること。共同提案する場合
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は、代表する者が行うこと。 

ア 提出書類及び部数 

次の書類を揃えて提出すること。なお、ｐｄｆファイルについては、ＣＤ－ＲＯＭ

またはＤＶＤ－ＲＯＭに格納して提出すること。 

(ｱ) 様式４「提案書類提出書」         正本１部 

(ｲ) 様式５「提案見積書」及び内訳書（様式任意）正本１部、ｐｄｆファイル１部 

(ｳ) 提案書（様式任意）            正本１部、副本１０部 

各ｐｄｆファイル１部 

     ※副本は、提案者の名称、ロゴマーク等、提案者を判別のできる部分を黒塗り、

または削除すること。 

(ｴ) 関係資料（ある場合）           正本１部、ｐｄｆファイル１部 

イ 提案見積書及び内訳書に関する注意事項 

(ｱ) 提案見積金額は、提案書に記載された事項の履行に必要となるすべての経費

（消費税及び地方消費税含む）を含めること。 

(ｲ) 提案見積書及び内訳書は定型封筒（長形３号）に封緘し、「松本市長 臥雲 義

尚」宛てとすること。 

また、表面に「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペース

の備品購入 公募型プロポーザル提案見積書 在中」と朱書きの上、提案参加者

名（共同提案にあっては代表する者）を明記すること。 

ウ 提出期間 

令和４年７月１２日（火）から令和４年８月２日（火）１７時まで 

※各日９時から１７時まで。期限を過ぎた場合は、一切、受理しない。 

エ 提出場所 

後記１８「担当部局（資料提出先・問合せ先）」のとおり 

オ 提出方法 

⑴ 持参の場合には、受付時間は午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 

⑵ 郵送の場合には、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によること。 

⑷ プレゼンテーション 

提出された提案書類に基づき、以下により提案内容の説明を行うこと。 

ア 実施内容 

提案書類に基づき、デジタル実装デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パー

ソナルスペースの備品購入の理解および実現方法について詳細に説明すること。 

また、提案書類及びプレゼンテーションの内容に関する質疑応答を行うこと。 

イ 実施方法 

プレゼンテーションの日時・方法については、別紙５「プレゼンテーション実施要

領」で示す日程の中で、個別に指示・調整する。 

ウ 審査は匿名で実施するため、プレゼンテーション時には、社名を述べず、提案者の

判別のできない提案書（副本）で提案を行うものとする。 

 

７ 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 提案参加要件・提案書類 

ア 提出書類に虚偽の記載をした場合 

イ 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 
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ウ 提出書類が期限内に提出されない場合 

エ 公告の日から契約締結候補者決定までの期間に、参加資格要件を満たさなくなった

場合 

⑵ 評価・審査 

ア 別紙４「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購

入仕様書」の実施項目において、一つでも実施不可とみなされる項目がある場合 

イ 提案評価点（２７０点満点）の合計得点が７割に満たない場合 

ウ 提案見積額が「４（5) 提案上限額」に示す提案上限額を越えた場合 

エ プレゼンテーションに正当な理由なしに参加しなかった場合 

⑶ その他 

ア 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

イ その他、本要項の内容に違反する場合 

 

８ 選定方法 

企業にとって最適なマインド醸成や伴走型支援を行うためのデジタル実装促進業務に

ついて、提案書及び見積価格の２点について総合的に評価する。 

なお、提案書の記載内容に関して、プレゼンテーションを通じた説明の場を設ける。 

⑴ 選考委員会 

別紙２「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入

審査委員会設置要領」に基づき設置する選考委員会の審査によって選考する。 

⑵ 注意事項 

優先交渉先の特定通知を持って契約の相手方を約するものではない。 

⑶ 優先交渉先選考結果 

ア 優先交渉先選考結果は速やかに参加業者へ通知する。 

イ 結果について、異議の申し立ては一切認めない。 

 

９ 審査項目及び評価基準 

別紙３「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入優

先交渉先選考基準」に基づき総合的に評価 

 

10 提案招請事項 

⑴ 要件 

別紙４「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購入

仕様書」のとおりとする。 

⑵ 提案事項 

別紙１「提案書記載項目」のとおりとする。 

 

11 質疑応答等 

⑴ 質問方法 

質問は「Ｌｏｇｏフォーム」により受け付ける。 

ア 質問は１フォームにつき５件とする。 
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イ ６件以上の質問がある場合は、複数回申請を行うこと。 

⑵ 第一次質問受付期間 

令和４年６月２４日（金）から令和４年７月５日（火）１７時（締切） 

ＵＲＬは次のとおり 

https://logoform.jp/form/N7tm/111555 

⑶ 第二次質問受付期間 

令和４年７月１４日（木）から令和４年７月２７日（水）１７時（締切） 

（※第一次質問の回答に対する質問のみを対象とします。） 

ＵＲＬは次のとおり 

https://logoform.jp/form/N7tm/111562 

⑷ 回答方法 

ア 第一次受付分は令和４年７月６日（水） 

第二次受付分は令和４年７月２９日（金）を目途に回答する。 

イ 質問者への回答は、電子メールにて行うものとする。 

ウ 質問事項及び回答は、松本市公式ホームページにて公開する。 

⑸ その他 

ア 回答の内容は、この要項及び添付書類等の追加または修正とみなす。 

イ 質問の内容について、松本市より問い合わせを行う場合がある。 

 

12 納品場所の事前見学 

  本業務は、拠点整備の一環であるため、納品場所を正しく理解した上で、最適な提案を

していただくことが求められる。そのため、提案を検討する企業に納品場所の事前見学の

予約を以下のとおり受付ける。見学の日程は、個別に調整の上、決定する。 

令和４年７月１４日（木）から令和４年７月２２日（金）１７時（締切） 

予約用ＵＲＬは次のとおり 

https://logoform.jp/form/N7tm/111577 

 

13 結果の通知及び公表 

契約締結後、プロポーザルの審査結果について、ホームページで下記のとおり公表 

⑴ 掲載期間 

公告日から契約日の属する年度の翌年度の３月３１日まで 

⑵ 掲載場所 

  松本市公式ホームページ 

 

14 全参加者失格の場合の提案の再募集 

全参加者が失格となった場合は、改めて募集期間を設けて提案書の提出を求める。 

 

 

15 採用提案以外の技術提案の取入れ 

  取入れるものとするが、仕様書で求める範囲以上で追加費用が必要な企画提案は記載

しないこと。 

 

https://logoform.jp/form/N7tm/111555
https://logoform.jp/form/N7tm/111562
https://logoform.jp/form/N7tm/111577
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16 契約の締結 

  選考委員会の審査により選定された候補者と協議の上、随意契約を行います。 

 

17 全体スケジュール 

日程 内容 

令和４年 

６月２４日（金） 

 

提案募集公告 

参加表明受付開始 

第一次質問受付開始 

～７月 ５日（火） 第一次質問受付締め切り 

～７月 ７日（木） 参加表明提出期限 

７月１２日（火） 提案書受付開始 

７月１４日（木） 納品場所見学予約受付開始 

第二次質問受付開始 

７月２２日（金） 納品場所見学予約受付期限 

７月２７日（水） 第二次質問受付締め切り 

８月 ２日（火） 提案書提出期限 

８月 ４日（木） プレゼンテーション審査 

９月  上旬まで 選考結果通知 

９月  上旬頃 契約 

※ あくまで予定であることを認識し、変更がありえる事に留意すること。 

 

18 担当部局（資料提出先・問合せ先） 

松本市総合戦略局 ＤＸ推進本部 デジタルシティ担当  

担当 深澤 亮平 

〒390-1242 長野県松本市大字和田４０１０－２７ 

松本市役所 情報創造館庁舎 ４階 

TEL 0263-48-7000 

e-mail jouhou@city.matsumoto.lg.jp 

 

19 その他 

⑴ 配布資料はその一部について変更する場合があるものと認識し、応募期間中は、資料

が掲載される松本市公式ホームページを注視すること。 

⑵ 提案者には、参加報酬は支払わない。 

⑶ 提案にかかる費用は、すべて提案者の負担とする。 

⑷ 提出書類は返却しない。 

⑸ 提出書類は本提案募集の目的以外には使用しない。 

⑹ 提出書類は選考に係る作業において、必要な範囲で複製を作成することがある。 

⑺ 提出書類は松本市情報公開条例（条例第７２号）に基づく公開請求により公開する場

合がある。 

mailto:jouhou@city.matsumoto.lg.jp
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20 添付書類 

⑴ 別紙 

ア 別紙１「提案書記載項目」 

イ 別紙２「デジタル実装デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペ

ースの備品購入審査委員会設置要領」 

ウ 別紙３「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購

入優先交渉先選考基準」 

エ 別紙４「デジタル実装促進拠点のオープンスペース、パーソナルスペースの備品購

入仕様書」 

オ 別紙５「プレゼンテーション実施要領」 

カ 別紙６「拠点整備の内容・用途」 

キ 別紙７「デジタル実装ＴＹＰＥ１実施計画（抜粋）」 

ク 別紙８「松本市第１１次基本計画（抜粋）」 

ケ 別紙９「ＤＸ・デジタル化推進に関する骨太の方針（抜粋）」 

コ 別紙１０「デジタルシティ・松本エコシステム」 

⑵ 様式 

ア 様式１「参加表明書」 

イ 様式２「誓約書」 

ウ 様式３「参加辞退届」 

エ 様式４「提案書類提出書」 

オ 様式５「提案見積書」 

カ 様式６「業務協力予定書」 


